








発達障害児の健康管理というテーマのもとに 3年間研究を続けてきたが、最終年度にあた

り発達障害児の健康管理のうえで不可欠と思われる、家庭の役割と医療機関の役割に分け

てまとめた(表 1)。 

家庭の役割として、発達障害児を育ててゆく環境の整備は欠かせない。具体的には、児の

活動範囲での危険防止には健常児以上に務める必要があり、また生活空間を清潔に保つの

はもとよりのこと、特に病弱な場合には室温や室内外の騒音についても配慮する必要があ

る。 

身体の清潔および口腔内の衛生管理も欠かせない。特に重症心身障害児(以下重障児と略

す)では口腔内の自浄機能が悪いのが普通で、口腔内が不潔であれば口臭の発生や虫歯の原

因となるため、幼少時より口腔内の衛生管理に努めなけれはならない。さらに抗痙攣剤を

服用している場合には歯肉増殖をも考慮して歯磨きや歯肉マッサージは欠かすことができ

ない。また歯磨きや歯肉マッサージは口腔機能の向上に結びつくという大切な働きがある

ことは、昭和 59 年度の研究報告書に報じた 1)ところである。 


